
農林水産委員会会議記録

農林水産委員長 鴛海 豊

１ 日 時

令和２年６月２５日（木） 午後２時００分から

午後４時００分まで

２ 場 所

第３委員会室

３ 出席した委員の氏名

鴛海豊、太田正美、井上伸史、二ノ宮健治、守永信幸、小嶋秀行、吉村哲彦

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

古手川正治

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

農林水産部長 大友進一 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）請願７については、不採択とすべきものと賛成少数をもって決定した。

（２）県内所管事務調査のまとめとして、執行部から報告を受けた。

（３）指定管理者の更新について、県産農林水産物の消費回復・拡大について並びに新規就業

者の状況及び農業分野への企業参入の実績と今後の県の取組についてなど、執行部から報

告を受けた。

（４）閉会中の継続調査について、所定の手続を取ることとした。

（５）県外所管事務調査、参考人招致について協議を行った。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課委員会班 副主幹 白岩賢一

政策調査課調査広報班 主事 佐藤千種



農林水産委員会次第

日時：令和２年６月２５日（木）１４：００～

場所：第３委員会室

１ 開 会

２ 農林水産部関係 １４：００～１５：５０

（１）付託案件の審査

請 願７ 種苗法改正に慎重な審議を求める意見書の提出について

（２）県内所管事務調査のまとめ

①新規就農者の育成及び営農開始後の支援について

（３）諸般の報告

①指定管理者の更新について

②県産農林水産物の消費回復・拡大について

③新規就業者の状況及び農業分野への企業参入の実績と今後の県の取組について

④由布市庄内町の土砂崩れに対する農地復旧支援と農業水利施設の緊急点検について

⑤有害鳥獣対策の取組について

（４）その他

３ 協議事項 １５：５０～１６：００

（１）閉会中の継続調査について

（２）県外所管事務調査について

（３）その他

４ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

ただいまから、農林水産委員会を鴛海委員長

開きます。

本日は委員外議員として古手川議員が出席し

ています。

ここで、委員外議員の方にお願いします。発

言を希望する場合は、委員の質疑の終了後に挙

手し、私から指名を受けた後、長時間にわたら

ないよう要点を簡潔に御発言願います。

なお、進行状況を勘案しながら進めていくの

で、委員外議員の方は、あらかじめ、御了承願

います。

本日審査いただく案件は、今回付託を受けた

請願１件です。

これより審査を行います。

請願７種苗法改正に慎重な審議を求める意見

書の提出について、執行部に説明を求めます。

農林水産委員会資料の三浦地域農業振興課長

１ページを御覧ください。種苗法改正に慎重な

審議を求める請願について御説明します。

現段階では国から示される情報が限られてい

ますが、今回の改正案では、背景の３点目にあ

るように、登録品種を育成者の意思に応じて海

外流出の防止等の措置ができるようにするとと

もに、育成者権を活用しやすい権利とするため、

品種登録制度の見直しを図るとされています。

法律案の概要の１の（１）を御覧ください。

まず、登録品種の海外流出防止等を図るための

措置として、育成者が出願時に輸出・栽培地域

に係る条件を付すことにより、種苗等が譲渡さ

れた後でも、育成者の意図しない国へ輸出する

行為や意図しない地域で栽培する行為について、

育成者権が及ぶよう特例が設けられます。

あわせて、（２）にあるように、登録品種に

限り、農業者が種苗を自家増殖する場合は、育

成者の許諾に基づき行う必要があります。この

許諾手続について、国は、農業者に過度な負担

が発生しないよう、農業団体等がまとめて申請

し、許諾を受けることが可能としており、さら

に許諾料は、都道府県試験場等の公的機関が開

発した品種では、高額になることは想定してい

ないとされています。

また（３）にあるように、品種登録審査の内

容の充実を図るため、出願者から審査の実費相

当額を徴収するとともに、出願料及び登録料の

水準が引き下げられます。２の育成者権を活用

しやすくするための措置として、出願品種の権

利侵害が疑われる場合、品種登録簿に記載され

た特性表を使用して、侵害品種であることを推

定する新たな制度を設けて、侵害立証を行いや

すくします。加えて、育成者が特性表の補正を

請求できる制度等も設けるとしています。

なお、現在栽培されている品種のほとんどは、

今回の法改正の対象ではない一般品種で、例え

ば地域の伝統品種である在来種や、品種登録期

間が切れた品種などは、すべて一般品種となり

ます。

以上で説明は終わりました。鴛海委員長

これより質疑に入ります。どなたかあります

か。

種苗法の関係で先日の一般質問でも守永委員

やり取りがあったので、どういう内容かはあら

かた情報を得たわけですが、大分県下で栽培さ

れている作物の中で、制限される登録品種にあ

たるものは何点ぐらいになるのか。それと、こ

の登録品種の中で大分県やほかの都道府県、農

研機構以外の登録品種の点数が分かれば教えて

ください。

それから、自家採種をする場合の許諾料につ

いて、どういう情報が得られているのか。そし

て、種苗法が改正されたときに、県下でどれだ

け登録品種が使われているのかといった調査を

しなければならないと思うんですけれども、こ

の改正後に県としてしなければならないことは

どのようなことがあるのか、いつまでにやらな

きゃならないのか、もし分かっていれば教えて

ください。
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まず、大分県で栽培さ三浦地域農業振興課長

れている登録品種についてですが、主なものだ

けで、全体は把握できていませんが、例えば、

稲では、つや姫をはじめ、にこまる、たちはる

か、あきだわら、吟のさと、恋の予感、あきま

さりの７品種です。そのほか、小麦で３品種、

大麦でトヨノホシなど５品種。ほとんどが公的

機関、国の農研機構や都道府県の試験場で開発

された品種で、大分県で栽培されている品種の

うち、民間で登録された品種は野菜のにらとト

マトの２品種のみと把握しています。

法が改正された後の許諾手続と許諾料につい

て、詳しい情報は得ていませんが、許諾手続は

団体等でまとめて行うことが可能と聞いており、

手続が円滑にできるようにひな型を作成すると

いうことです。それから、許諾料が生じる場合

はあるけれども、公的機関が作った品種であれ

ば高額になることは想定されないという情報し

か今のところありません。

県がどのように対応していくのかについてで

すが、これもまた国の動きを見なくてはいけな

いんですけれども、当然県が登録した品種があ

り、これらの扱いをどうしていくかは検討する

必要が生じます。

あと、自家採種ができなくなること守永委員

を考えれば、特に農業者団体が大きな影響を受

けるんだろうと思うんです。基本的には毎年種

子を更新してくれということで、栽培作物の品

質を安定しようという動きは従前からあったわ

けなんですけれども、その方針の中で、今、種

子を自家採種しながら、栽培を続けている比率

がどの程度なのかがもし分かれば教えていただ

きたいのと、この件に関して、農業者団体との

意見交換は十分されているのか教えてください。

最初の質問のどの程度三浦地域農業振興課長

品種更新なり自家採種、自家増殖されているか

についてです。

まず、米の登録品種であるつや姫は、山形県

の品種ですが、さきほど守永委員が言われたよ

うに、品質を維持するために全量種子更新を現

在でもやっています。それから、もう一つ例を

取ると、トヨノホシの種子更新率が５割強です。

残りの４割強が自家増殖されています。それか

ら、大分のベリーツについては、最初に許諾を

もらい、自分の所で栽培する分については、皆

さん全量増殖をしています。

それと、農業者団体との意見交換についてで

すが、今現在、国からの情報があまりに少な過

ぎるので、今後国に詳細な内容等情報を求めて

いきながら、これを農業者団体、それから県の

普及指導員等を通じて周知を図っていきます。

自家増殖はどの範囲なんです井上（伸）委員

か。個人のでも自家になるし、その範囲がちょ

っと分からないので、その説明をお願いします。

自家増殖とは基本的に三浦地域農業振興課長

登録品種に限っての話ですが、まず最初に、登

録品種を育成した人から許可をもらって栽培し

ます。その後、２年目に作るときは、自分で作

るための増殖については種を買わなくても自分

で増殖していいですよというのが今の種苗法で

す。もし改正されると、登録品種に限ってです

けど、次の年に作るための苗を自分で作るとか

種を増殖するのに許諾が必要になります。

例えば、大企業がそういった井上（伸）委員

ものを作って誰でもできないということになる

と困るし、また、個人が努力してやったことを

許諾なしに容易にやられても困るだろうし、そ

の辺の範囲が分からなかったんですけど、今の

説明でも、範囲がどの程度なのか。大手企業が

どんどんやっちゃって、それが欲しいけど、や

れないような所もあるでしょう。その辺のとこ

ろじゃないかなと思うんですが、そういうこと

じゃないよね。

今回の種苗法の改正で三浦地域農業振興課長

制限がかかるものは、飽くまで登録品種と言わ

れる種苗登録されたものだけです。例えば、米

では大分県の主要品種であるヒノヒカリやコシ

ヒカリ、ひとめぼれ、これらは一般品種で登録

品種に該当しません。

それから、多くの野菜の品種は今、Ｆ１品種

と言って、掛け合わせてその子どもだけがいい

形質を表すという品種が多いため、登録自体が

されていないものが非常に多いです。

これも国の資料ですが、おおむね９割が一般



- 3 -

品種、残りの１割が登録品種です。

大体分かりました。要は大分井上（伸）委員

県のこういった品種がどの程度指定されている

かは、あなたたちは把握しておくことが必要だ

と私は思うので、ぜひともまたそういった登録

の関係については明確に、品種指定も分かるよ

うにしてください。

大分県内で使用されて三浦地域農業振興課長

いる農作物の登録品種、さきほど一例で申し上

げましたけど、一応、基本的には押さえていま

す。

この意見書案を見ると、自家増太田副委員長

殖が許諾制から原則禁止になるという言い方と

か、事務手続で費用負担がかかってくるとか、

３番目に大手種苗メーカーの品種登録がされる

と高額な手数料、許諾料を払わなければいけな

いとか、種苗の多様性を失わせるとか、小規模

農家に大きな打撃を与えるとか、また、消費者

の食の多様性に影響があるとかを書かれている

んですが、果たして今回の改正がそんなに影響

を与えるような重大なことにつながるのかをお

尋ねしたいんですが。

私たちも国からの資料三浦地域農業振興課長

が十分でないために一部しか回答できませんけ

れども、まず、許諾に必要な事務手続や費用負

担については、これは当然生まれることになる

と思っていますが、さきほど説明したように、

団体でできると国からは説明されているので、

一農家が個々でする必要はないと思っています。

それから、ほとんどの登録品種が公的機関が

育成した品種であることから、費用負担は発生

するかもしれないけど、高額なものにはならな

いと聞いています。

その他の部分については、正直、申し訳あり

ませんが、はっきり分かりません。

この改正が大分県の農家、農業太田副委員長

にとって著しい影響を与えるような改正につな

がるのかについて少し丁寧に説明してほしいん

ですが。

大分県内の農業にどの三浦地域農業振興課長

ような影響があるかですが、さきほど言ったよ

うに、登録品種は割合的には少ないです。まず、

つや姫については現状でも全量種子交換をして

いて、これは仮に全て増殖されても今までも種

子を全部交換していたので、何の影響もないと

思っています。また、今、いちごでは佐賀県の

さがほのかやベリーツが作られていますけれど

も、さがほのかは来年３月には種苗の登録の期

限が切れるので、その後は一般品種になり、影

響はないかと。ベリーツについては、大分県の

品種で、これは大分県の判断で行うことができ

るので、生産者への大きな影響はないんじゃな

いかと考えています。

ちょっとお伺いします。もし認識が吉村委員

間違っていたら、訂正いただければと思います

が、登録品種そのものが全体の１割程度かと認

識しています。私もいろいろ調べてきたんです

けれども、また、登録品種の中でも野菜の割合

は僅か６％、７％程度だと農水省も発表してい

るので、農家への影響は非常に小さいかと認識

しています。

また、Ｆ１のものに関しても、基本的に自家、

自分たちで種を採ったりは難しい話だと思うの

で、毎年改めて購入していることを考えれば、

これだけ日本国内における各機関が長年かけて

作ってきたものが何の規制もなく海外に流れる、

そこで勝手に作られていくことの方が、権利を

守るという部分では非常に重要なことかと個人

としては認識しているんですが、御意見があれ

ば伺わせてください。

吉村委員が言われるよ三浦地域農業振興課長

うに、多くが一般品種です。国の資料によると、

例えば、米だと８４％が一般品種、野菜だと９

０％を超えるものが一般品種、みかんで言うと

９８％が一般品種と聞いているので、吉村委員

の認識でよろしいんじゃないかと思います。

もう１点だけ。ちょっと私も調べて吉村委員

分からない所があったんですけれども、一般品

種になったものが改めて登録品種になることは

あり得ないと思うんですが、これはどうなんで

しょうか。

過去に登録を受けて、三浦地域農業振興課長

その期限が切れたもの、若しくは継続をしなか

ったものは再度登録をすることができません。
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それから、在来種とか、その他の品種がいろ

いろあるんですけれども、登録する条件があっ

て、新規性とか安定性とか、いろいろあり、そ

のうちの一つに未譲渡性があります。１年以上

前に種苗若しくは収穫物──農産物のことなん

ですが、それが販売されていたら、それは登録

の条件に合致しません。今、一般品種のもので、

それらに該当しないものがあれば登録の可能性

は残るんですが、基本的にないと思っています。

私、農業をしているので、大変な二ノ宮委員

問題だと思っています。

例えば、ヒノヒカリが温暖化の中で大分県に

は余り適さないと言われているんですが、新た

な品種というか、対応品種がないために作って

いる人が多いんじゃないかと思っています。

ヒノヒカリの種にしても、本当は、毎年種子

交換をした方がいいんですが、今の農業経営の

中で結構高いんですね。だから、やはり２、３

年ぐらい採って、そして、３年ぐらい経ったと

きに新規にというのが大体建前です。

そういう中で、ヒノヒカリが、これからます

ます温暖化が進む中で大分で作れなくなる。恐

らく県も、にこまるか、つや姫か、よく分かり

ませんけど、そういうものに持っていこうと。

大分県中にそういう、つや姫ならつや姫しかい

い品種がないということになれば、登録品種の

場合は、毎年、相当高額な種子代を払うことに

なります。だから、一つの権利を守る、海外へ

の流出防止もあるんですが、やはり農家を守る

立場からも考えてもらいたいということです。

ちょっと話がずれたんですが、今回の問題に

ついては、私、本当にいろんな本や資料を読み

あさりました。賛成派と反対派が真っ二つに割

れていて、どっちもどっちというか、私も本当

に、はっきり反対だとか、はっきり賛成だとは

言えません。さきほど課長からも、まだ余り情

報がなくて、今の範囲ではこのくらいしか言え

ないと言われていました。

そういうことで、今回の意見書はいろんな意

見がある中で、廃止しろとか言っている意見書

じゃないんですよ。もう少し丁寧に。新しく作

る人たちの権利も、そして農家の人たちにも安

心を与えるような、そういう意見。

このコロナの中で、私たちの話をするとおか

しいんですが、専門家を呼んで勉強会をする予

定だったんです。ところが、コロナのためにそ

れができなくなって、そういうことが全国で多

いんじゃないか、まだまだ議論をした方がいい

んじゃないかということで、この意見書につい

ては、私が見た限りではもう少し、いろんな情

報を集めて、そして両者が成り立つような種苗

法に変えるべきだということじゃないかと思っ

ています。

このことについて、もし何か意見がありまし

たら。

そこのところは、非常三浦地域農業振興課長

に申し訳ないんですが、はっきり分かりません。

二ノ宮委員の前田染農地活用・集落営農課長

段の話ですが、今現在、大分県のヒノヒカリの

作付状況は７５％程度です。温暖化が進む中で

も安定した味、品質を示しており、この割合が

それを実証しています。そういう中でも、やは

り温暖化が進む中、品質も年々、年次間変動が

大きくなってきています。そういうことで、つ

や姫、にこまるといった耐候性品種の導入を進

めている状況です。

仮に、つや姫の許諾料の関係、これは種子を

販売するときに上乗せして販売しています。率

としては０．５％程度、単価でキロ当たり２円

で、そんなには農家の負担にはなっていない。

育成権を持つ山形県との約束で、山形県が制定

している特別栽培米の基準で栽培することと、

種子は毎年更新してしっかりとした形質を維持

することが条件で大分県で栽培しているので、

この辺を農家にも納得してもらい栽培していま

す。

ちなみに、この販売単価はヒノヒカリよりも

高く、コシヒカリ並みで、大分県の品種の中で

は高値で取引されている状況ですので、理解し

てもらいながら、つや姫のブランド化を進めて

います。

さきほど二ノ宮委員か三浦地域農業振興課長

らの質問で分からないと言ってしまいましたが、

請願に対して意見する立場にないと私は思って
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います。

さきほどの説明の中で、例えば、二ノ宮委員

稲であれば８４％が在来種という説明を受けま

した。ヒノヒカリに代わる品種として、一般品

種の中に、その８４％の中にこれから奨励する

品種はないんですね。それは全てそういう登録

品種なんですか。

さきほど０．５％という数字を言ったんです

が、種子交換していったら、種子代も全部かか

るんでしょう。それは僅かかもしれませんけど、

今はヒノヒカリであれば、２、３年は必ず採る

んです。そして、やはり簡単に下げると言うん

ですけど、３年ぐらい種子交換して、そういう

こともあるということだけです。

だから、それがあるからどうと言うことじゃ

ないんですけど、そういうことも含めて、私は

ネットでしか調べ切れてないんですけど、その

中でいろんな意見があったということを言って

おきます。

私も正直、細かい点については全く小嶋委員

分からないし、言葉の理解もなかなか進んでい

ないんですが、さきほどから執行部の皆さんに

御説明いただく中で感じるのは、この問題は、

いわゆる一般品種が多いし、登録品種はごく限

られており、しかも金額はかかるにしても、そ

んなに大きな金はかからないんだと強調されて

いますが、さきほど課長も言われたように、情

報が非常に少ない中で急いで審議するとか、情

報が十分伝わらない中で議論するべきではない

という趣旨で今回請願を出されているので、そ

ういう立場をぜひ堅持してもらいたいと思うん

です。

もちろん、請願に対して意見を言う立場じゃ

ないことは十分理解しているんですが、県とし

てもっと十分調べて、県民の皆さんにも十分説

明できる状況にしていくことぐらいは早めに論

議してもいいんじゃないかと私は思うんです。

その点、いかがですか。

現在、私どもが持って三浦地域農業振興課長

いる情報は本当に少ないんですけれども、国に

対して明確になっていない部分等について迅速

な情報提供は求めていきたいと思っているし、

国から得た情報については、農業者の不安をあ

おらないように伝えていきます。

今度の国会は閉じたので、結論は出小嶋委員

ていませんが、やっぱりこれから先の日本の農

業をどのように形成していくかとか盛んにして

いくかという観点からすれば、様々な意見があ

る。さきほど二ノ宮委員は、賛成反対、半々ぐ

らいあるんだみたいな話をなさっていたから、

ここは慎重に論議するべきではないかと思うの

で、請願の扱いについてどのようにするかは委

員長の判断によりますが、我々としてはぜひ慎

重な審議を求めていきたいという趣旨に賛同し

ていきたいと考えているので、その点は言って

おきます。

この種苗法の改正に関して、さきほ守永委員

ど目的の一つが海外への流出の抑止ということ

だったんですけれども、一応国内法で規制をか

けることで、海外流出が防げるものなのかとい

うのがちょっと判断しづらいと思うんですが、

確かに海外の方が品種の流出防止策はかなり徹

底している、先進的な取組をされていると聞い

てはいます。種苗法の制定によって品種の流出

防止がうまくいくという、そういった情報が何

かあれば教えてください。

それと、栽培に関しては、種子そのもの、オ

リジナルをもらわないとできないんでしょうけ

れども、特段、品種改良とか、そういった育成

に関して今回の種苗法で変わることがあるのか、

その辺を教えてください。

それと、種子法がもう廃止されてしまったん

ですが、種子の確保のためにこれまでどおり大

分県で手続というか、採取法等の維持なりして

もらっていますが、種子法がなくなったことと

種苗法の関係で、何か障害になることがあるの

か、その辺の情報があれば教えてください。

まず、海外への持ち出三浦地域農業振興課長

しについてですが、例えば、育成者権を持って

いる方から農業者が苗を購入した。その買った

苗を増殖しないでそのまま海外に出すというこ

とは、今、育成者権がそこまで及んでいません。

だから、これは違法にはなりませんが、今回の

改正でそれもだめですよとなります。
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一方で、農業者が増殖して持ち出す、これは

今でも違法です。だけど正直、どこで増殖され

ているのかが分からないという点があって、今

回、自家増殖を許諾制にすることで増殖してい

るのはどこだと把握できると国から聞いていま

す。

それともう１点の品種育成についてどうかと

いうことですが、その点は我々が聞いている範

囲には含まれていません。

種子生産に関す田染農地活用・集落営農課長

る部分の影響という御質問ですが、今のところ

私どもが持っている情報の中では、この種子の

生産に関して支障が出るといった情報は入って

いないので、そこら辺の情報についてもしっか

り収集して判断していきます。

意見も出尽くしたようですので、鴛海委員長

私から。種苗法の改正について議論されている

ところですが、そういう中で、正しい情報が現

場の農家の皆さんに伝わっていないことから不

安が広がっているということを聞きます。

県内の市町村の中では、もう議会が終わろう

としていますけど、請願が出されたところはな

いですし、また、全国的にも県で出されている

ところはほんの１県だけ、私の調査ではそう聞

いています。

そこで、２点だけお聞きします。これらは最

初、三浦課長が説明した内容と重複するかもし

れないし、大体ここに書いているとおりだと思

うんですが、農家は登録品種に限り自家増殖す

る際に許諾が必要となることについて不安を持

っているんですね。そういうことから、手続が

煩雑となったり、許諾料が高くなるということ

はないのか、これが１点目。

２点目は、国や県などが、時間や手間をかけ

て育成した種苗が無断で海外へ持ち出されるこ

とで日本の農業の利益を損なうことを防ぐとい

うことで今回改正しようとしている、そういう

理解でよいのか。この２点についてお聞きしま

す。

１点目についても、さ三浦地域農業振興課長

きほど説明しましたが、手続については団体で

できると聞いてるので、農家の負担は増えない

んじゃないかと考えられるし、許諾料もほとん

どの登録品種が公的機関、国や都道府県が作っ

た品種なので、仮に許諾料が発生したとしても

高額になることはないと聞いています。

それから、海外への流出阻止についても、さ

きほど説明したように、制限が十分加えられる

んじゃないかなと思っています。

委員外議員の方、御質疑はありま鴛海委員長

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に御質疑等もないので、これよ鴛海委員長

り、請願の取扱いについて協議します。

請願７の取扱いについて、いかがいたしまし

ょうか。

継続審査としてもらい、閉会中、中小嶋委員

身を審査する。執行部から情報が十分届いてい

ないという話もあったので、そういう観点から

請願については継続の取扱いをお願いします。

請願７については、継続審査とす鴛海委員長

べきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議あり」と言う者あり〕

御異議があるので、挙手により採鴛海委員長

決します。

請願７については、継続審査とすべきものと

決することに賛成の方は、挙手願います。

〔賛成者挙手〕

可否同数です。よって、委員会条鴛海委員長

例第１４条第１項の規定により、委員長が可否

を決します。委員長は、継続審査とせず、採択

について諮ることと裁決します。

それでは、採択についてお諮りします。請願

７については、採択すべきものと決することに

御異議ありませんか。

〔「異議あり」と言う者あり〕

御異議があるので、挙手により採鴛海委員長

決します。請願７については、採択すべきもの

と決することに賛成の方は、挙手願います。

〔賛成者挙手〕

可否同数です。よって、委員会条鴛海委員長

例第１４条第１項の規定により、委員長が可否

を決します。委員長は、不採択と裁決します。

以上で、請願についての審査を終わります。
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次に、去る５月２０日から６月１０日にかけ

て実施した、県内所管事務調査のまとめについ

て、執行部より説明をお願いします。

説明に入る前に、一言お礼大友農林水産部長

を申し上げます。鴛海委員長をはじめ、委員の

皆さまには、５月２０日から６月１０日にかけ、

今回はコロナウイルスの感染拡大といったこと

がある中で、県内各地の農林水産部関係地方機

関及び農林水産業関係施設に足をお運びいただ

き、調査、御指導、御助言を賜り、誠にありが

とうございました。本日は、事務調査のまとめ

の報告として、委員長とも事前に御相談しまし

た新規就農者の育成及び営農開始後の支援につ

いて御説明します。

資料の２ペー井迫新規就業・経営体支援課長

ジをお願いします。新規就農者の育成及び営農

開始後の支援について御説明します。

まず１就農相談会実績を御覧ください。人口

減少社会の到来や少子高齢化により、農業の就

業人口が減少していく中、新規就農者等、新た

な担い手の確保･育成は、農業の成長産業化を

図る上でも重要な課題と認識しています。

そのような中、将来、担い手となる研修生や

就農希望者の確保については、近年、有効求人

倍率の上昇など雇用情勢が改善していることか

ら、全国規模で開催される就農相談会では来場

者数が減少しており、地域間の競争が激しくな

っています。そのため、ホームページの充実等

による情報発信の強化を図りながら、県内外で

の就農相談会を実施するとともに、移住相談会

にも参加し、仕事としての農業をＰＲしていま

す。昨年度は計６０回の実施及び参加で、６６

８人の相談に対応しています。なお、本年度に

ついては、新型コロナウイルス感染症の影響を

踏まえ、相談会における感染防止措置を講じな

がら実施するとともに、相談会に来られない方

のためにオンライン相談の受付を開始していま

す。

次に２新規就農者の就農実態に関する調査を

御覧ください。全国農業会議所が新規就農者を

対象に実施したアンケート調査では、就農時に

苦労した点として、割合の高い順に農地の確保、

資金の確保、営農技術の習得、住宅の確保があ

げられています。県外からの移住就農希望者は、

就農地に地縁等がなく、農地や住宅の確保等、

就農に対して不安を抱えています。そのため、

就農学校やファーマーズスクールでは、就農に

向けた技術知識の習得に加え、情報提供やあっ

せん等による農地や住宅の確保、機械･施設の

導入に係る補助事業や融資の相談を県・市町村

・関係団体で、一体となって行い、研修終了後

に速やかに就農できるよう支援しています。

また、県域の就農学校である大分広域白ねぎ

就農学校の開校、並びにファーマーズスクール

の広域化を行い、就農地の異なる研修生が県内

の適地に就農できる体制を整備しています。

３新規就農者の定着状況を御覧ください。農

業の定着率についてですが、就農５年後の定着

率は過去５か年の平均で７０．５％となってい

ます。就農形態別で見ると、自営就農では８５．

８％が定着している一方で、雇用就農の定着率

は４９．３％と、２人に１人が転職等により離

農しています。そのため、雇用就農については、

雇用主を対象とした就労環境改善セミナーにお

いて、労務管理や人材育成について学んでもら

い、働きやすい環境づくりを進めています。ま

た、自営就農者に対しては、必要に応じて適宜、

技術指導や経営指導を行っているほか、国の農

業次世代人材投資事業（旧青年就農給付金事

業）受給者に対しては、フォローアップチーム

を作り、課題の把握に努めています。

おおいた農林水産業活力創出プラン２０１５

では、就農学校やファーマーズスクール等の研

修制度の拡充や、就農初期の負担軽減など、就

農準備段階から経営開始後までの一貫した支援

により、４新規就農者数の令和２年度の目標達

成を目指していきます。

以上で説明は終わりました。鴛海委員長

これより質疑に入ります。どなたかあります

か。

新規就農者についてですが、コロ二ノ宮委員

ナの関係で恐らく農業する人が増えるんじゃな

いかということをこの間、一般質問で言いまし

た。
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営農技術の取得が３番目ぐらいにきているん

ですけど、あのときも言ったんですが、県内で

例えばピーマンとかねぎとか、そういうファー

マーズスクール等が整っている所はいいんです

けど、県下全体から見たときにそのバランスが

壊れているんじゃないかという質問をしました。

このことについて現状と、これからをどう考え

ているのかについて、お聞かせください。

ファーマーズ井迫新規就業・経営体支援課長

スクールについては、制度上、指導してくださ

る農家の方がいれば、いかなる品目でも地域の

担い手を育成することができると考えています

けれども、必ずしも全ての地域で同等の水準は

確保できないことは想定されます。そのような

中で、御指摘のとおり、多くの方が就農を目指

す中で研修制度のミスマッチがないように、本

会議で知事から答弁しましたが、広域的な対応、

市町村の域をまたいだ対応を採って、就農者の

確保につなげていきます。

さきほど言ったように、県下全体二ノ宮委員

のバランスが壊れている。そのためにそういう

ファーマーズスクールに集中しているというこ

とです。だから、県下全体で農村を救うために

は、やはりバランスを取らないと。そこまでし

ないと今の状態では、例えば、豊後高田とか臼

杵とか、豊後大野とか、そういったところに集

中するんですよ。

由布市はなしもあって、その関係は増えてい

るんですけど、農村を守るということであれば、

もう少しどこかが力を入れてこういう体制を作

ってもらいたい。要望です。

農地の確保が２番ですが、パ井上（伸）委員

ーセントは多いんですけど、農業をする方は最

初、やっぱり農地を確保して、それから農業を

やるまでに、技術取得もしなきゃいけないと思

うし、その辺はどうなんですか。農地の確保の

パーセントが上がっているということは、どう

いう理由ですかね。農地を確保してやるのか、

借りてやるのか、その辺のところを、どうも初

めて農業をやる人が、最初から農地を買ってや

るということは相当な意欲がいると思うんです

けれども、その辺のところの考えはどうなんで

すかね。

それからまた、ｄｏｔ．（ドット）というの

が福岡にできましたね。移住という一つの目標

を持っているんですけど、農業と移住について

は情報交換は今後されるのか、その辺のところ

をお聞きします。

農地の確保に井迫新規就業・経営体支援課長

ついてですが、購入にせよ借りるにせよ、地権

者との調整が必要で、どちらにおいても苦労が

あると承知しています。そういった中で、研修

地の市町、また、県が仲介に立ち、また、団体

の支援を受けてそういった交渉が円滑に進むよ

うに支援しています。農業の開始においては、

どのような姿勢であっても農地の確保は一定の

困難があると考えているので、この支援をきっ

ちり取り組んでいきます。

それから、移住との連携ですけれども、まず、

近年は移住と就農のイベントを合同で行うとい

った情報発信から人の呼び込みまで一体となっ

て連携して行っており、引き続きそういった取

組を強化していきます。

農地関係の取組田染農地活用・集落営農課長

ですが、今現在、担い手に農地を集積するとい

うことで各現場で人・農地プランの実質化とい

う取組を進めています。そういった中で、担い

手の情報、それから農地の情報が明確化されつ

つあります。

そういったところで、農地の情報については、

現在進めている農地中間管理事業の中で、農地

の中間保有という制度があって、その制度を活

用しながら新規就農者、それから参入企業向け

の農地を探し保有して、就農のときに農地を提

供する取組が現在行われています。

１点お願いします。吉村委員

３の就農５年後の定着状況で、新規就農で雇

用という形態で仕事をされる方について、今約

５０％ということですが、この数字は改善をし

ていかなければいけないと当然感じるところで

すが、これについて目標値があれば教えてくだ

さい。

現状において、井迫新規就業・経営体支援課長

目標値はありませんけれども、厚生労働省の調
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べでは、大卒の新規就職者が３年目までに３割

離職するというデータもあるので、殊更に農業

の離職率が高いということではないとは思いま

す。課題としてはあらゆる業界で雇用の場合は

労務管理をはじめとしたところがあるので、こ

ういったところを改善して、少なくともその他

の業種に比べて悪いということがないように改

善していきます。

委員外議員の方、御質疑はありま鴛海委員長

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑等もないので、以上鴛海委員長

で、県内所管事務調査のまとめを終わります。

次に、執行部より報告をしたい旨の申出があ

ったので、これを許します。まず、①、②の報

告をお願いします。

資料の３ページを御宇都宮農林水産企画課長

覧ください。農林水産部関係の指定管理者の更

新について報告します。

指定管理者制度は民間活力によるサービスの

向上と経費の削減を目的として平成１８年度に

導入されました。今回は、１更新施設に記載の

３施設について、指定管理者の選考を行います。

次に、２選定方法は、公募とします。なお、

効率的、効果的な管理運営のため、大分農業文

化公園と大分県都市農村交流研修館は一体的に

公募します。３にある指定期間は５年間、４の

公募期間は、７月上旬からの約２か月間を設定

することとし、５の選定委員会は、５名以上の

委員で構成し、全体の半数以上を学識経験者と

します。

なお、各施設ごとの更新についての考え方や

６目標指標については、この後、それぞれ担当

課室長から御説明します。

資料の４ページを御覧ください。今後のスケ

ジュールですが、農林水産部に係る３件は全て

公募とするので、左側の公募の施設のスケジュ

ールにより選定を行います。今後、委員の皆さ

まには、中段の第３回定例会で債務負担行為の

設定について、第４回定例会で指定管理者の指

定について審議をお願いしたいと考えているの

で、よろしくお願いします。

続いて、各更新施設について担当課室長から

御説明します。

資料３ページにお戻り三浦地域農業振興課長

ください。６目標指標を御覧ください。まず大

分農業文化公園について御説明します。

本施設は、豊かな自然と親しみながら農業・

農村の文化に関し学習する機会を提供すること

により、農業・農村及び自然環境に対する県民

の理解を深め、新しい農業・農村づくりに資す

ることを目的に設置され、平成１８年度から大

分県農業農村振興公社が指定管理運営者として

管理運営を行っています。現在、設置目的の達

成に向け、農産物の収穫体験等のイベントを開

催するとともに、物販や展示などを行い、県産

品や国東半島宇佐地域世界農業遺産の周知を図

るなど、指定管理者ならではの活発な活動が行

われています。このことから、今後も指定管理

を続けていくことが効果的であると考えていま

す。

今回の更新では、目標指標については、入園

者数と来園者満足度を設定しています。目標値

については、入園者数は過去４年間の平均利用

者数は約２６万人ですが、過去４年間の最多利

用者数約３０万人を基準に、令和３年度は３１

万人、令和４年度は３２万人、令和５年度以降

は３３万人としています。また、来園者満足度

は令和３年度を５点満点の４．０、令和４年度

を４．１、令和５年度以降は４．２としていま

す。

続いて、大分県都市農村交流研修館について

です。

本施設は、都市と農村の交流を促進するとと

もに、農村女性の能力開発及びネットワークの

形成に資することを目的に設置され、平成１８

年度から大分県農業農村振興公社が指定管理運

営者として管理運営を行っています。現在、貸

館利用拡大に向けた積極的な営業活動を行うな

ど、指定管理者ならではの活発な活動が行われ

ています。このことから、今後も指定管理を続

けていくことが効果的であると考えています。

今回の更新では、目標指標については、研修

受講者へのアンケート実施による研修満足度と
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研修館利用者数を設定しています。目標値につ

いては、研修満足度は５点満点の４．７。また、

研修館利用者数は、過去４年間の平均利用者数

約３万人を基準に、令和３年度は３万人、令和

４年度は３万１千人、令和５年度以降は３万１，

５００人としています。

続いて、大分県林業研修所吉川林務管理課長

について御説明します。

本施設は、林業技術の改善と林業経営の合理

化のための研修施設として設置され、平成１８

年から財団法人森林整備センターが、その後組

織改正があり、現在は後継法人の公益財団法人

森林ネットおおいたが指定管理運営者として管

理運営を行っています。現在、実践的な操作研

修を行うなど、指定管理者ならではの活発な活

動が行われています。このことから、今後も指

定管理を続けていくことが効果的であると考え

ています。

今回の更新では、目標指標については、研修

満足度と利用者数を設定しています。目標値に

ついては、研修満足度は５点満点の４．８、利

用者数は、過去４年間の平均利用者数約３，８

００人を基準に、令和３年度は３，８００人、

令和４年度は３，９００人、令和５年度以降は

４千人としています。

以上で指定管理者の更新についての説明を終

わります。

資料の５ページをお願いし河野畜産振興課長

ます。６月３日の令和２年第１回臨時会で承認

された、県産農林水産物の消費回復・拡大を図

る事業のうち、県産農水産物学校給食提供事業

と木材消費拡大緊急対策事業の進捗状況等につ

いて報告します。

まず、県産農水産物学校給食提供事業につい

て報告します。対象品目は、おおいた和牛や県

産地鶏、養殖ヒラメなどです。表を御覧くださ

い。対象とする学校は、県下の全小中学校や特

別支援学校等です。提供量等は、可能な限り提

供回数を増やし、生産者を支援するとともに、

児童生徒に県産食材のおいしさを体験してもら

いたいと考えています。

スケジュールですが、おおいた和牛は７月１

日の中津市、豊後大野市、九重町の小中学校を

皮切りに、順次、他の地域でも提供を開始しま

す。おおいた冠地どりとジビエについても７月

開始を予定しています。養殖ヒラメ等の水産物

は、県漁協が学校給食に適した処理等を検討し

ていますが、準備が整う８月を目途に開始しま

す。

最後に、食育の方法です。生産者や各振興局

の職員等が学校に出向き、食材を紹介するＤＶ

Ｄ等を用いた講座を実施するほか、給食便りを

活用して食材の魅力や生産されるまでの背景な

どを紹介します。それぞれが家庭に帰り食卓な

どで話題となり、消費の拡大につながるように

していきます。

資料の６ページをお願いし高村林産振興室長

ます。木材消費拡大緊急対策事業の進捗状況に

ついて御報告します。

まず、１の事業内容ですが、本事業は、県内

で県産材を１０立方メートル以上使用し、木造

住宅を新築した場合、施主に対して県産材を使

った家具や県産農林水産品と交換できるポイン

トを交付することで、県民の住宅建築意欲を喚

起し、県産材の需要回復を図るものです。交付

するポイントは、１ポイントを１円とし、３０

万ポイントを交付します。また、１戸当たりの

県産材使用量が１０立方メートルを超えた数量

に応じて０．５立方メートル当たり１万ポイン

トを上乗せし、５０万ポイントを上限として交

付します。なお、対象となる木造住宅は、６月

３日以降に契約し、来年の２月２８日までに棟

上げが完了する住宅としています。

本事業はポイント交付などの事務に取り組む

団体への補助事業として実施しますが、６月５

日から事業者の公募を行い、６月２２日、事業

者を大分県木材協同組合連合会に決定しました。

今後は、農林水産物等交換商品登録希望者を

広く募集するとともに、対象となる交換商品の

確認、交換商品を掲載するカタログやホームペ

ージの作成などを７月下旬にかけて行い、８月

からポイント交付申請を受け付ける予定です。

資料の７ペー上田おおいたブランド推進課長

ジをお願いします。新型コロナウイルス感染拡
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大による食品加工品の需要減少が与える農林水

産物の生産への影響について御報告します。

この資料は、大分県酒造組合への聞き取りや

農林水産業における付加価値額調査対象企業１

５０社のうち、県産仕入額１千万円以上の６３

社に調査し４５社から回答を得たものをまとめ

たものです。

まず、①の酒類製造業の状況です。上段の焼

酎では、家庭内需要の増加から量販店や小売店

での販売は堅調ですが、自粛の影響から飲食業

等の業務需要は減少し、大分県酒造組合加盟企

業の４月の工場出荷量は前年同月比８７．１％

となっています。県内産の原料用麦には、焼酎

用品種であるニシノホシ等がありますが、既に

収穫されている本年産については、播種前に出

荷契約を行っており、次期作についても焼酎メ

ーカーから作付け拡大の要望が出されるなど、

現状では県内産地への影響は見られません。

次に下段の清酒については、冠婚葬祭や各種

イベントの自粛によって大きく影響を受けてお

り、県内の４月の工場出荷量は、前年同月比４

７．６％となっています。県内の酒造好適米は

山田錦等が栽培されており、現在の酒蔵の販売

状況に応じて、今作の一部を主食用米に切り替

えた地域もありますが、全体としては、県外産

が多くを占めており、県内産地への大きな影響

は見られません。

②の食品製造業は、回答のあった企業のうち

５９％の企業で売上げに影響が出ており、業務

用の１次加工品や土産物向けの商品で売上げが

減少していますが、量販店向けの商品は堅調で

す。影響を受けている製造事業者では、原料ま

たは製品の状態で在庫を持ちながら新たな販路

開拓にも取り組んでおり、産地への大きな影響

は見られない状況です。

以上のように、現状では、食品加工企業と連

携した農林漁業者への影響は大きくない状況で

すが、引き続き、新たな影響の発生に注視しな

がら、必要な施策を講じていきます。

以上で、説明は終わりました。鴛海委員長

これより質疑に入ります。どなたかあります

か。

指定管理者の更新についてで井上（伸）委員

すが、いつも私も非常に関心があると言うか、

結局これは債務負担行為の金額を言っていない

ね。どのぐらいで予定しているとか、恐らく大

分農業文化公園で１億５千万円ぐらいの金額で

はなかったろうかと思うんですけれども、その

金額が知りたいということと、そういった金額

で指定管理しながら、そして、いろんなノウハ

ウとかがあるとか民間活力と言うけど、人数の

目標にしても数字は全然変わらない、現状維持

みたいな感じです。ですから、専門的で、ある

程度努力して来客数が増えて、どんどん活性化

するとか、そういうのが私たちからすれば目に

見えないんだね。

都市農村交流研修館にしても、合併前は、結

構市町村が元気良かったもんで、婦人会とかな

んとか、そこを結構利用していたんだよね。合

併しちゃったら、誰がどう研究しているのかが

はっきりしないです。

成果があんまり見えていないと私は思うんだ

よ、これは個人的かもしれんが。ですから、も

う少し、指定管理にするなら、ある程度ノウハ

ウがあって、指定管理のお金が１億５千万円か

ら努力したことによって１億円になったとか。

５千万円が指定管理者の収入でもいいじゃない

ですか。とにかく、指定管理するにしても、１

億５千万円ありきじゃ、県の財政は持たないん

じゃないですかね。大変厳しいんだと私は思う

んですよ。だから、その辺のところをもう少し

真剣にお互い考えていかないと、財源的にも大

変厳しくなるんじゃないかと思っています。そ

ういう印象を受けています。

それと、木材消費拡大については、恐らく３

００戸ぐらいであろうということですが、この

ほかに森林環境譲与税が全国的に創設され、今、

その前準備として、森林木材利用促進に使いな

さいという形で、かなり町村に配分されていま

す。県外でも、都市圏の市辺りで、木材利用促

進に環境譲与税を使っていますが、このことは

どうもまだ浸透していない。それは大分県だけ

じゃないとは思うんだけれども、やっぱりそう

いったアピールが必要じゃないかと思うんだよ
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な。ですから、森林環境譲与税における森林活

用面についてもう少しＰＲをすると、木材の需

要拡大につながるんではなかろうかなと私は思

いますが、その辺のところはどうでしょうか。

まず、農業文化公園に三浦地域農業振興課長

ついてお答えします。

現状、今年度の指定管理委託料については、

１億３千万円強になっていますが、次期からの

指定管理委託料については、今後、公募する中

で応募者の状況等で決めていきます。

それから、委員から御指摘いただきましたけ

れども、農業文化公園、過去の平均でいくと、

まだ２５、６万人ではありますが、一昨年度か

ら、例えば、ネモフィラブルーフェスタだとか、

秋のコキアレッドフェスタなど、新たな取組を

始めて、入場者数が非常に増えてきています。

令和元年度、実は２９万人強だったんですけれ

ども、コロナの影響がなければ３０万人いった

んじゃないかと思っていますし、また、都市農

村交流研修館についても、いろんな講座をやっ

ていますが、指定管理者が人気のある講座は継

続、若しくは不人気なものは新たなものに変え

るなどの努力をしていて、少しでも目標達成に

努力しています。

入場者は来ますよ。それはた井上（伸）委員

だだから、無料だから、ある程度は。それが指

針になると私は思っていないですね。３０万人

来るとか来ないとか。無料だから、何人来ても

別に管理者はあんまり考えないんじゃないかと

私は思いますね。どうでしょう。

確かに井上委員が言わ三浦地域農業振興課長

れるように、来た人みんながお金を使ってくれ

るかと言うと、それは確かにそうなんですけれ

ども、母数がしっかり入り、そこでいろんな形

で施設を利用してもらったり、若しくは飲食し

てもらったりということで売上げにつながって

いくので、やはり母数は入場者数じゃないかと

考えています。

売上げは上がっていないです井上（伸）委員

よ、恐らく。来た人数にしても、どのくらい上

がっているんですか。それはしかし、指定管理

者の収入になるのかな、どうなんだろう。原価

があるから、その辺のところの純収入はどのく

らいあるのかと思うんですけど。結局、指定管

理者があんまり替わっていないから僕は言うん

ですね。管理しただけの効果があればいいんだ

けれども、１８年からあんまり変わってないん

だよな。だから言っているんだね。前も言った

ように、もう少し努力が必要じゃないかという

ことなんですよ。あれだけの大きな施設がある

ので、これから農業をやろうという意識に変わ

るように、いろんな研修を考えて、もう少しス

ピーディーにやって効果があるようにしなきゃ。

意識がちょっと低いと思うね。これから公募す

るからそれに任せることもあろうかと思うし、

そういう方たちを募集してもらえばいいと思う

んだけれども、どうなんでしょう。

まず、売上高について三浦地域農業振興課長

は、ここ４年間増加してきています。令和元年

度で８，６８０万円の売上げです。

井上委員が言われるように、今後、指定管理

者を募集していくので、当然、指定管理者にも

努力してもらうし、県としても努力して、農業

文化公園、研修館の魅力をアップして入場者、

県民サービスに努めていきます。

森林環境税の件ですが、木吉川林務管理課長

材利用については、現在、県でもコロナの関係

で木材の需要が落ち込んでいることもあるので、

市町村には木材利用にも使ってもらえないかと

いう話をしています。

実際、日田市は公共の建築物を木造化するた

めに森林環境譲与税を使うという話も聞いてい

ます。

また、あわせて、大都市の方、東京、大阪、

福岡といったところに大分県の木材を使っても

らえないかというＰＲを市町村と一緒にやる協

議会を森林環境譲与税を使って立ち上げている

ので、地道な活動にはなりますけれども、ここ

については力を入れてやっていきます。

後でいいから、実績というか、井上（伸）委員

状況をもう少し聞きたいので、説明してくださ

い。

県産の農林水産物の消費回復・拡大守永委員

についてですが、個々に６品目を各学校でとい
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う取組ですが、どのくらいの単価を想定されて

いるんでしょうか。

肉用牛については、１００河野畜産振興課長

グラム千円、それから、地鶏は１００グラム２

６０円を想定しています。

手持ちの資料に正景平審議監兼漁業管理課長

確な数字は記載していませんが、１ブロック５

００円前後じゃなかったかなと記憶しています。

詳細はまたお伝えします。

ジビエの関係ですが、河野森との共生推進室長

キロ当たり平均で３千円で見積もっています。

今、手元に資料が景平審議監兼漁業管理課長

来ました。１００グラム当たり５００円です。

ヒラメです。（「ありがとうございます」と言

う者あり）

３ページの管理委託料は分かった二ノ宮委員

んですけど、農業文化公園の来園者の満足度の

取り方というか、調査方法等について教えてく

ださい。

それと、県の林業研修所ですが、これは今１

０名か１２名ぐらい研修生がいて、そこで研修

していると思うんですが、この約４千人という

のは、その研修生の延べ人数は入っているんで

すか。もし入っていなかったら、どういう形で

あそこに４千人ぐらいが研修に行っているのか

教えてください。

大分農業文化公園の来三浦地域農業振興課長

園者満足度をどのように調べるかですが、参考

までに過去の平均値４．１４というのがありま

す。これは紙ベースで職員がアンケートを取っ

たもので、非常に母数が少ないです。今後につ

いてどのような形で取るかですが、当然紙ベー

スで取るのは継続すると同時に、ホームページ

上でも取って母数をたくさん集めようと考えて

います。

林業研修所の人数について吉川林務管理課長

は、おっしゃるとおり、林業アカデミーの人数

も全て延べ人数で入れています。

１点だけですけど、農業文化公園の小嶋委員

指定管理者を募集するということですが、恐ら

く従来どおりの応募になるんではないかと思う

んです。

そこで、過去の平均値が２５万人以上、目標

値としては来年が３１万人。平均値だと、昨年

の実績は２９万人という話もありましたが、コ

ロナの影響で多分減っていると思いますが、平

均値と目標値を比べると６万人の差があるんで

すね。これを達成するために従来どおりの取組

をしていたのではおぼつかないというのは、も

う誰が見ても明らかだと思います。

批判しているわけじゃありませんが、そこで

私、何かの機会に言ったことがあるんですけど、

ちょっと難しいかもしれませんが、施設名が大

分農業文化公園なので、農業文化という意味で

は、新しく目玉になるものの事業内容が追加さ

れる、あるいは今やっている事業をスクラップ

して新しくビルドするということ、そういう観

点から、新しい目玉となるものが二つか三つあ

って、初めてそこで新たな客を獲得できるとい

うことじゃないかなと思うんですね。

この２０何万人というのは、結構リピート客

が多いんですよ。あそこは何度も行ったことが

あるので、今年も行きましょうと、きれいな花

がありますね、ということだと思うんですが、

必ずしも農業文化を学びに来ているんじゃなく

て観覧に行っている人も多いと思います。それ

はそれでいいと思いますが、やはり新しく学ぶ

という、文化を学ぶという観点で新規の客を次

々と増やしていかないと３３万人はおぼつかな

いんじゃないかなと。目標を掲げるだけでは難

しいという思いがします。

そこで、非常に難しいとは思うんですが、こ

れから先、大分県の農業にも課題があると思う

んですけど、いわゆるスマート農業の日本一と

言うか、そこに行くとスマート農業を学べるん

だということがあれば、そういう観点で関心を

持っている人が訪れることもあると思います。

例えばですけど、スマート農業だけではないと

思うんですが、新しく大きな目玉になるものを

提案してもらえる指定管理者を選んでほしいと。

あるいは仕様にそういうものを書いて公募して

ほしいと思いますが、いかがでしょうか。

御意見ありがとうござ三浦地域農業振興課長

います。



- 14 -

まず、入場者についてですが、これまでも３

３万人目標を立てていましたが、実際、令和元

年度の約３０万人弱というのが実績でした。今

後、１年目、令和３年度は１万人増、その後、

また１万人増で、令和５年度に最終目標の３３

万人という計画を立てていますが、これも数字

だけではなく、これからいろんなイベントなり

行事なりを毎年入れていって、例えば、試験場

と連携したホオズキの畑を作って、露地栽培の

試験をして、最終的にはそれを来た人に配ると

か、アジサイを植えた所があるんですが、これ

が２年すると多分見頃になると思っていますし、

そういう時期時期のもので１万人アップすると

いう計画を立てています。

それから、提案いただいたスマート農業の展

示ですが、今、常時ではできていませんけれど

も、昨年、機械の展示会を農業文化公園で行っ

たところ好評でした。今後どういう形でやって

いけるか、また検討していきたいと思います。

委員外議員の方は、質疑などはあ鴛海委員長

りませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に質疑もないようですので、続鴛海委員長

いて、③、④、⑤の報告をお願いします。

資料の８ペー井迫新規就業・経営体支援課長

ジをお開きください。令和元年度の新規就業者

の状況について御報告します。

令和元年度の新規就業者数は、（１）の表に

あるとおり、農業が２５７人、林業が１０５人、

水産業が７３人、合計４３５人と、全部門で過

去最多の新規就業者数となっています。新規就

業者の特徴ですが、（２）の表のとおり、農業

では雇用就農者が９０人と前年より１８人増え

ています。また、（３）の男女別推移を見ると、

女性就農者が過去最多の６９人となっています。

これは就農学校やファーマーズスクールなどの

研修制度の効果によるものと考えています。

続いて、資料の９ページをお開きください。

令和元年度の農業分野への企業参入の実績につ

いて報告します。令和元年度の参入実績は、

（１）の表にあるとおり、県外企業８社、県内

企業１４社の２２社で、５年連続して２０社を

達成し、その横に示しているとおり、累計では

２９７社の参入となりました。参入効果ですが、

一番下（４）で示しているとおり、産出額で約

１５億７千万円、農業従事者は３４３人、活用

農地面積は１１６ヘクタールが見込まれていま

す。なお、これまでの参入企業全体の平成３０

年度産出額実績は約１４８億円で、本県の農業

産出額１，２５９億円の約１割を占めるまでに

なっています。次の１０ページには、参考とし

て令和元年度に参入した企業の概況をまとめて

いますので、後ほど御覧ください。

県の取組についてですが、本年度の新たな取

組として、水耕栽培による軽量野菜の研修を受

講できる女性向けの研修施設の整備のほか、就

農１、２年目の認定新規就農者を対象に、国の

農業経営収入保険に加入できない期間について、

所得を補填する県独自の制度を創設するなど、

農林水産業への新規就業者の増加を図っていき

ます。また、引き続き農業分野への企業参入を

促進し、力強い経営体の確保育成に力を入れて

いきます。

１１ページをお開きく安東農村基盤整備課長

ださい。５月９日に由布市庄内町で発生した土

砂崩れは、高さが約３０メートル、幅が約５０

メートル、崩壊土量が約６千立方メートルの斜

面崩壊です。発災後、由布市において、直ちに

市道を覆った土砂を撤去するとともに、崩土流

出防止のための大型土のうの設置を行い、５月

２１日には、市道の片側交互通行を開始しまし

たが、現在、梅雨期を迎えたため、斜面崩壊の

影響区間について全面通行止めを行っています。

また、下流の被災がなかった農地への用水路

を復旧し、５月２７日から田植えを開始しまし

た。なお、崩土除去等の農地復旧については、

既決の農林水産業施設等復旧支援事業を活用し、

市の実質負担額の４分の１を上限に県の補助を

行います。

次に２の農業水利施設の緊急点検についてで

す。梅雨等の本格的な出水期等を迎えることか

ら、土地改良区等が管理する県内の基幹、支線

水路２，３４９路線のうち、被災した場合に人

命、家屋等に影響を及ぼすおそれがある３２５
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路線について、５月１２日から２９日にかけて

一斉点検を行いました。異常が確認されたのは

左から４列目にあるとおり８５路線あり、水路

本体の漏水やひび割れ等に関するものが１０３

か所です。土地改良区において速やかに水路の

目地補修を行うとともに、施設改修が必要な箇

所については、事業化の検討を進めています。

また、水路内のごみや土砂堆積などの維持管理

に関する５９か所については、点検の際に除去

を行っています。今後とも土地改良区と連携を

図りながら、適切な保全管理をしっかりと行っ

ていきます。

資料の１２ページを河野森との共生推進室長

お願いします。有害鳥獣対策の取組について御

報告します。令和元年度の被害額は、１のグラ

フにあるように、１億７，２００万円で前年度

より約２千万円減少となりました。加害鳥獣別

の被害額は、円グラフにあるように、イノシシ

による被害が５６％、シカによる被害が２５％

を占めています。また捕獲頭数は、その下の２

の表にあるように、シカは４万２,９４９頭と

過去最多となっています。

次ページを御覧ください。３の振興局別被害

額です。集落環境対策をはじめとする取組を行

った結果、全ての振興局管内で被害額が減少し

ていますが、獣別の被害額は増加しているとこ

ろもあります。

４の令和２年度の主な取組として、（１）の

予防・集落環境対策では、水稲等の被害の大き

い集落を予防強化集落に指定し、集中的・計画

的に防護柵を設置するとともに、鳥獣害対策ア

ドバイザーの認定や育成を行い、集落ぐるみの

被害対策を推進します。

（２）の捕獲対策では、シカの妊娠期にあた

る猟期内の捕獲報償金上乗せに加え、ジビエ利

用促進のための報償金の上乗せを継続し、日出

生台・十文字原演習場内での有害捕獲の実施、

指定管理鳥獣捕獲等事業により捕獲圧の強化を

図ります。また、ＬＰＷＡ電波を活用したＩＣ

Ｔ付きくくりわなでシカを効果的かつ効率的に

捕獲する技術と集落等の関係者の連携の実証に

取り組みます。次期特定鳥獣管理計画策定のた

めニホンジカの生息密度調査を県下全域で行い

ます。

（３）の狩猟者確保対策では、次世代の捕獲

指導者となる次世代リーダーの育成研修を行い

ます。

（４）の獣肉利活用対策では、国産ジビエ認

証取得の推進や食肉処理施設等を対象とした衛

生管理研修の開催、ＰＲ活動の強化や学校給食

への普及等に取り組み、県産ジビエの安定供給

体制の構築と消費拡大を図ることとしています。

これらの取組を力強く進めていくことで、さ

らなる被害軽減に努めていきます。

以上で、説明は終わりました。鴛海委員長

これより質疑に入ります。どなたかあります

か。

豊肥地区だけ極端にイノシシ被太田副委員長

害が大きいのは、何か理由があるのか教えてく

ださい。

豊肥地域においては、河野森との共生推進室長

やはり山と田んぼが近いので、従来、田んぼ等

の被害が多くあったんですけれども、最近は施

設防護柵等の設置がかなり地域的に進んでいる

ので、今後は減少すると思っています。

主に水稲被害が多いんですかね。太田副委員長

それと、豊肥地区にとってはイノシシの捕獲頭

数もやっぱりそれなりに増えているんでしょう

か。

イノシシは多産であ河野森との共生推進室長

るために、やはり捕獲をするよりも地域を囲っ

て被害を抑える。そして、シカについては、１

頭産みですので、捕獲によって生息密度を減ら

す取組を重点的に集落では進めています。

過疎地域において、防護柵を井上（伸）委員

してもらって、大変効果はあると思うんですけ

れども、老齢化してやめちゃって、防護柵はし

ているけれども、周りは草だらけになっちゃっ

て放置している場所もちょくちょく見るんだよ

ね。とすれば、それを有効活用すれば、それは

無償で、必要な人がいれば譲渡するとか何かし

ないと、あのままずっとしているとどうも見た

目も悪いし、そういうのがどんどん増えるんじ

ゃないかと思いますけれども、そういった状況
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はないですか。

集落は皆さんで守る河野森との共生推進室長

ことがやはり重要になってくると思っています。

一つは、防護柵については、被害が起きた所

については集落全員で集落点検を行っていると

か、それから、逆に今、農家ハンターが増えて

います。ちょっと息が長い取組になりますけれ

ども、自分の農地については自分たちでハンテ

ィングやわな等で守る、そのようなことを継続

的に進めることによって中山間地の耕作放棄地

を皆さんで利用できる、そんな取組を進めてい

きます。

いやいや、それは分かるんだ井上（伸）委員

けど、そういった放置した場所があるが、どう

思いますかということと、集落団体として、そ

の集落の人たち以外にまた別の人が使えばと、

要するに移動すればいいことばってん、そうい

ったものが市町村単位だから、県としては目が

行き届かないんじゃないですか。大丈夫ですか。

柵の設置等において河野森との共生推進室長

は、市町村や集落等が一緒になって協議会等を

起こして、そして事業化や新たな次への展開等

して、皆さんで話し合って鳥獣被害対策を進め

ていくという組織づくりを進めています。皆さ

んで考えていく、そんな行政と地域と市町村が

一緒になった取組を進めていきます。

少し補足をしますけれども、県に森迫審議監

２名ほど鳥獣被害の広域普及員を配置していて、

重点的に努力を行う集落には細かく指導に入っ

ているので、今、井上委員から御指摘いただい

た件についてはしっかりと情報収集しながら、

防護柵等については市町村が管理をしているの

で、その有効利用等についても、現地対策本部

と県の広域普及員とあわせて指導していきます。

（「しっかりしてください」と言う者あり）

鳥獣被害の関係で、さきほど捕獲対守永委員

策のところで新規事業としてロー・パワー・ワ

イド・エリアの電波を活用したＩＣＴのわなに

よるシカの捕獲といった実証実験があったんで

すけれども、具体的にどこでやるのか決まって

いたら、教えてください。

これは全県下で６か河野森との共生推進室長

所の計画をしています。各振興局１か所ずつで

す。これは、モデルとしての取組で、市町村、

地域、集落等の皆さんとの合意形成を経ながら

実施していく予定です。

各振興局に１か所ずつということで守永委員

すから、振興局管内の方々が見に行こうと思え

ば見に行ける状況もあるんでしょうし、どの程

度有効かは、設置の仕方とかの状況もあるんで

しょうから、これからということになるんでし

ょうけど、また状況等教えてください。

１１ページをお願いします。二ノ宮委員

庄内町の土砂崩れ、早い復旧をしていただき

ありがとうございます。

お聞きしたいんですけど、道路より上は災害

復旧でやると思うんですけど、その下の農地の

部分については１ヘクタールが被害を受けてい

ます。そして、その下の農地は被害を受けてい

なくて、今年田植えができています。災害復旧

じゃなくて農地の構造改善的なものでやって農

家負担がなくなったらと思っています。

そういうことで、どっちみち、事業について

は今度の水稲を採った後になると思うんですけ

ど、下の１ヘクタールも含んで構造改善的なも

のについては可能かどうか、分かりますか。そ

ういう相談を受けているので。

圃場整備の関係で事業安東農村基盤整備課長

を実施するのは、確かに復旧の中の一つとして、

復興という意味合いも込めてあります。ただし、

それには受益面積の規模等があって、通常、県

営事業でしたら、中山間地域においては１０ヘ

クタール以上という規模要件があります。その

ため、やはり一定規模以上の面積がまとまり、

地域の方々がそれに被災部分を含めて圃場整備

を今回やろうという機運が盛り上がれば、そう

いう話を持っていくことは可能ですけれども、

被災農地だけで事業というのは、今の段階では

ちょっと厳しいのかなと考えています。

農林水産業施設等復旧支援事業は、二ノ宮委員

災害復旧と一緒で現況に戻すんですか。そして、

その代わりこの事業を使うことによって、一定

の自己負担が災害復旧の場合あるんですけど、

これはないということでいいんですか。
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この事業は、通常の国安東農村基盤整備課長

庫補助を使った災害復旧事業の対象にならない、

若しくは緊急的に行うべきものに対して適用す

るものです。これについて、現在、県として由

布市庄内町に限った事業制度を構築し、由布市

がこの事業に対して、例えば、農地復旧に４千

万円かかるとした場合、それに対して由布市が

９５％を補助すれば、県は４分の１の２５％を

補助して、地元負担は、５％という形で、当然

のことながら発生するんではないかと考えてい

ます。

委員外議員の方は、質疑などはあ鴛海委員長

りませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に質疑もないようですので、以鴛海委員長

上で諸般の報告を終わります。

この際、何かありませんか。

つい先日、収入保険についてはいろ守永委員

んな説明を農林水産委員会の中で受けたんです

けれども、この収入保険は令和元年度会計から

対象になっているので、今年の春に申告して、

収入が落ちた方について実際に支給が始まって

いると思います。

共済組合で話を聞いたときに、今７５０人が

加入していて、１８０人から申請があがってい

て、１億６，５００万円を既に支給したそうで

す。そういう情報等を周知しながら、各農家が

積極的に収入保険に入れるように取り組んでも

らいたいと思っています。農業共済組合の試算

では、加入できる農業者は７千軒ほどを想定し

ていて、今現在加入しているのが１千軒程度と

いう状況です。県として今後の取組についてど

うするのか教えてください。

収入保険については、安藤団体指導・金融課長

県の補助制度を作り、農業共済組合がパンフレ

ットを作ったりすることに対して補助金を出し

ています。そういう中で、関係団体を集めて協

議会というか、話合いの場を作り、その中で推

進する形で、普及員が説明したりしながら進め

ていく予定です。農協等とも連携を取ります。

農業共済組合の方々も現場に行くの守永委員

に、米、麦といったこれまで共済に義務的に加

入しなければならなかった方々とは面識がある

んだけれども、野菜の方との面識がないので、

アプローチするのにどういう手法を取っていい

か分からないという話を伺いました。

実際、施設園芸の方は収入そのものが多いの

で、掛金も必然的に高くなるんですよね。ある

農家が、毎年軽四を１台買い換えよるみたいな

もんやと掛金のことを話していたんですが、そ

ういった方も、去年の大葉などは市場価格が低

かった。今年もコロナの影響で市場価格が低く

なりつつあることを考えると、この収入保険の

存在意義を感じている状況なんだろうと思うの

で、ぜひそういった面も含めて推進を図っても

らえればと思うので、よろしくお願いします。

さきほど言った協議安藤団体指導・金融課長

会の中で、農協に野菜農家のリストアップをし

てもらって、そこに共済組合で回るというやり

方もやろうとしています。

なおかつ、確かに収入保険は高いというとこ

ろがあって、国で制度を作って、今までは全額、

９割を切った分の９割を補償する、それも際限

なくという形だったんですが、例えば、５割よ

りも減った場合は、そこの補償はいいから安い

値段でもできる制度を今年１月から作ったりし

て、そういう中で、それぞれの要望に応じなが

らやっていく形を取っています。

あと１点だけ。それに関連してです守永委員

が、収入保険で補償された補償金は、県の創出

額の中に入ると思っていいんでしょうか。

今のところ、創出額宇都宮農林水産企画課長

の計算の中には入っていません。

ほかにありませんか。鴛海委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかにないようですので、これを鴛海委員長

もって、農林水産部関係の審査を終わります。

執行部の皆さんは、大変お疲れさまでした。

〔農林水産部、委員外議員退室〕

それでは協議事項に入ります。鴛海委員長

まず、閉会中の所管事務調査について、お諮

りします。お手元に配付のとおり、各事項につ
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いて閉会中、継続調査をしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、所定の手続を鴛海委員長

取ることにします。

次に、県外所管事務調査についてです。

６月１９日より、県境を越える移動自粛は全

面解除されました。しかしながら、この解除は、

各地域の感染状況等に留意し、臨機に行動する

ことという条件付きであり、まだまだ、感染の

第２波への警戒を緩めることはできません。

このような状況ですので、県外調査実施の有

無等については、改めて９月の第３回定例会で

協議したいと思いますが、いかがでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

それでは、そのようにします。鴛海委員長

最後にそのほかですが、何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

それでは、私から参考人招致の件鴛海委員長

についてです。

昨年度は、九州農政局大分県拠点地方参事官

の前畑博幸氏をお招きし、意見聴取を行いまし

た。

今年度もどなたかお招きし、農林水産業に係

る最近の状況を伺いたいと思います。

第３回定例会の常任委員会の場で協議したい

と思いますので、それまで皆さん各自で御検討

をお願いします。

〔「はい」と言う者あり〕

この際、ほかに何かありませんか。鴛海委員長

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようですので、これをも鴛海委員長

ちまして委員会を終わります。

お疲れさまでした。


